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国
民
年
金
へ
の
加
入
は
、
国
内
に

住
ん
で
い
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の

全
て
の
人
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
20
歳
に
な
っ
た
ら
、
国
民
年
金

第
1
号
被
保
険
者
に
な
る
た
め
の
手

続
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
（
第
2
・
3

号
被
保
険
者
に
該
当
す
る
場
合
は
除

く
）。

　

加
入
す
る
と
、
日
本
年
金
機
構
か

ら
納
付
書
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

※
平
成
25
年
度
の
国
民
年
金
第
1
号

　

被
保
険
者
の
1
か
月
当
た
り
の
保

　

険
料
は
1
万
5
0
4
0
円
で
す
。

　

納
め
忘
れ
が
あ
る
と
、
年
老
い
た

　

と
き
や
病
気
や
け
が
で
障
害
が
残

　

っ
た
と
き
、
家
族
の
働
き
手
が
亡

　

く
な
っ
た
と
き
に
、
年
金
が
受
け

　

取
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

❶
口
座
振
替
で
の
納
付

　

手
間
が
か
か
ら
ず
、
納
め
忘
れ
を

防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
し
込
み
／
富
士
年
金
事
務
所
、
各

　

金
融
機
関
窓
口

❷
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の
納
付

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
定
期
的
に

納
付
し
ま
す
。

申
し
込
み
／
富
士
年
金
事
務
所

❸
各
金
融
機
関
や
郵
便
局
の
窓
口
、

　

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
納
付

　

納
付
書
を
持
っ
て
行
き
、
各
窓
口

で
納
付
し
ま
す
。

❹
電
子
納
付(

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ

　

ン
キ
ン
グ
、
モ
バ
イ
ル
バ
ン
キ
ン

　

グ
、
テ
レ
フ
ォ
ン
バ
ン
キ
ン
グ)

　

あ
ら
か
じ
め
利
用
す
る
金
融
機
関

と
契
約
を
結
ぶ
必
要
が
あ
り
ま
す
。

契
約
方
法
に
つ
い
て
は
、
各
金
融
機

関
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国民年金被保険者の種類

第1号被保険者
20歳以上60歳未満の
農林漁業者、自営業
者、学生など

第2号被保険者
民間会社員、公務員

第3号被保険者
第 2号被保険者に扶
養される20歳以上60
歳未満の配偶者

平成25年度

平成25年度　国民年金保険料納入額早見表（現金納付・口座振替比較）
1 か月分 6か月分 1年分

保険料 保険料 保険料割引額 割引額 割引額

前
納

毎月納付
（納付書による現金納付及び翌月末
  振替の口座振替）

 当月末の口座振替

6か月前納

1年前納

1万5,040円 9万   240円

8万9,510円
8万9,210円

730円
1,030円

18万   480円

17万6,700円
17万7,280円
17万8,420円
17万9,020円

1万4,990円 50円 8万9,940円 300円 17万9,880円 600円

3,780円
3,200円
2,060円
1,460円

現金納付

現金納付

口座振替

口座振替

2年前納（口座振替）の割引額（割引額は平成25年度の保険料による推計です）

※ 6 か月前納（ 4 ～ 9 月分、口座振替）、1年前納（口座振替）、2年前納（口座振替）の申し込みは、
　 2月末日までに行ってください。

現金で毎月納付する場合
36万960円

（1万5,040円×24か月）

口座振替で前納する場合
34万6,600円

※ 4月末に一括引き落とし。

今
知
っ
て
お
き
た
い

国

金
年
民

の
こ
と

　
今
回
は
、
公
的
年
金
の
基
礎
に
な
る
国
民
年
金
の
保

険
料
の
納
付
な
ど
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

国
民
年
金
は
20
歳
か
ら
ス
タ
ー
ト

保
険
料
の
納
付
方
法

前納するとお得です！

前納には、当月末の口座振替、6か月前納、1年前納、2年前納があり、前納すると割り引きが適用されます。

前納には、当月末の口座振替、6か月前納、1年前納、
2年前納があり、割り引きが適用されます。

　◆平成26年4月から2年前納が導入されます！ ※ 2年前納は口座振替のみ。

年
金
っ
て
何
？

老
後
や
、
も
し
も

の
と
き
に
、
経
済

的
に
支
え
て
く
れ

る
制
度
だ
よ
。

割引額1万4,360円
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国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

経
済
的
に
困
難
な
場
合
は
、
申
請
し
、

承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が
免
除

ま
た
は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

市
役
所
国
保
年
金
課
ま
た
は
富
士
年
金

事
務
所
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

保
険
料
の
全
額（
一
部
）を
免
除
し
ま

す
。
全
額（
一
部
）免
除
制
度
を
受
け
た

期
間
が
あ
る
場
合
、追
納
し
な
け
れ
ば
、

将
来
の
年
金
額
は
少
な
く
な
り
ま
す
。

持
ち
物
／
年
金
手
帳
、
離
職
票
な
ど

免
除
期
間
／
7
月
〜
翌
年
6
月

※
一
部
免
除
期
間
の
保
険
料
を
納
め
て

　

い
な
い
と
、未
納
期
間
に
な
り
ま
す
。

※
免
除
の
所
得
基
準
に
つ
い
て
は
、
市

　

役
所
ま
た
は
富
士
年
金
事
務
所
に
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

就
学
中
で
所
得
が
な
い
人
ま
た
は
一

定
以
下
の
人
が
、
申
請
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま

す
。

持
ち
物
／
年
金
手
帳
、
学
生
証
の
両
面

　

の
写
し
、
ま
た
は
在
学
証
明
書

免
除
期
間
／
4
月
〜
翌
年
3
月

　
学
生
以
外
で
30
歳
未
満
の
人
の
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

持
ち
物
／
年
金
手
帳
、
離
職
票
な
ど

免
除
期
間
／
7
月
〜
翌
年
6
月

※
学
生
納
付
特
例
・
若
年
者
納
付
猶
予

　

の
期
間
は
、
将
来
的
に
年
金
を
受
給

　

す
る
た
め
の
期
間
と
し
て
計
算
さ
れ

　

ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金
額
に
は
反

　

映
さ
れ
ま
せ
ん
。

❶
初
診
日
（
病
気
や
け
が
で
初
め
て

　

医
師
の
診
療
を
受
け
た
日
）
に
、

　

国
民
年
金
の
被
保
険
者
で
あ
る
、

　

ま
た
は
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人

　
で
、
住
所
が
日
本
に
あ
る
人

※
老
齢
基
礎
年
金
を
繰
り
上
げ
請
求

　

し
て
い
る
場
合
は
、
請
求
で
き
な

　

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

❷
初
診
日
の
前
日
に
、納
付
要
件（
左

　
図
参
照
）
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

❸
障
害
認
定
日
（
初
診
日
か
ら
１
年

　

半
後
）
に
、
障
害
の
程
度
が
１
級

　

ま
た
は
２
級
に
該
当
す
る
こ
と

　

障
害
の
程
度
は
、「
年
金
の
障
害

等
級
表
」
に
基
づ
く
も
の
で
、
身
体

障
害
者
手
帳
な
ど
の
等
級
と
は
異
な

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
障

害
年
金
が
請
求
で
き
る
程
度
か
ど
う

か
は
、
医
師
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
初
診
日
に
、
厚
生
年
金
に
加
入
中

　

の
人
は
障
害
厚
生
年
金
、
共
済
組

　

合
に
加
入
中
の
人
は
障
害
共
済
年

　

金
が
請
求
で
き
ま
す
。

国民年金保険料の免除申請ができる
期間が拡充されます！

問
い
合
わ
せ
／
国
保
年
金
課
　
　
　
☎（
55
）2
7
5
5

　

5（
51
）2
5
2
1

　               
富
士
年
金
事
務
所
　
保
険
料
　
　
☎（
61
）1
9
1
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
金
請
求
　
☎（
61
）1
9
0
1

Fhttp://w
w
w
.nenkin.go.jp

　これまで免除申請のあった月の直近の 7 月まで
しかさかのぼることができませんでした。　
　平成26年4月からは、免除申請日から最大で2
年1か月前までさかのぼって申請できます。

※初診日以降に保険料を納めたり、免
　除申請したりしても、納付要件は満
　たしません。
※一部免除期間の保険料を納めていな
　いと、未納期間になります。

学生納付
特例期間

未納
期間

保険料を納
めた期間

免除
期間

20歳
初診日の
前々月 初診日

◆保険料の納付期間（学生納付特例・
　若年者納付猶予・免除期間を含む）
　がこの期間の 3 分の 2 以上あること

▲▲ ▲

未納
期間

保険料を納めた
期間

免除
期間

◆平成28年3月31日までに初診日があ
　る場合、直近の1年間に未納がないこと

初診日の
前々月 初診日

▼▼

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
免
除
・
猶
予
制
度
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

納付要件❷－ 1

納付要件❷－ 2

免除申請日直近の 7月2年 1か月前

平成26年 4月～
これまで

○
○

申請可能期間

NEW!

※免除は、各対象になる申請年度の前年の所得に基づいて 
　審査します。

学
生
納
付
特
例
制
度

若
年
者
納
付
猶
予
制
度

全
額（
一
部
）免
除
制
度

も
し
、
国
民
年
金
加
入
中
の
事
故
や
病
気
で
障
害
が
残
っ
た
ら
、

　
　
　
　
　
　
障
害
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

障
害
の
程
度
っ
て
？

障
害
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
る
要
件

※
申
請
者
、
配
偶
者
、
世
帯
主
の
い

　

ず
れ
か
が
離
職
し
た
年
の
翌
々
年

　

の
6
月
ま
で
に
、
若
年
者
納
付
猶

　

予
制
度
や
全
額
（
一
部
）
免
除
制

　

度
を
申
請
す
る
と
き
に
は
、
離
職

　

票
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
所
得
の
審
査
は
、
市
民
税
の
申
告

　

内
容
を
も
と
に
行
い
ま
す
の
で
、

　
忘
れ
ず
に
所
得
申
告
を
し
て
く
だ

　

さ
い
。


